令和８年度新しい村６次化スタートアップ支援業務委託
公募型プロポーザル実施要領
１．業務の目的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮代町が実施する「令和８年度新しい村６次化スタートアップ支援業務委託」の受託候補者を選定するため、公募型プロポーザルの実施方法について、必要な事項を定める。

２．業務概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（１）業務委託名称：令和８年度新しい村６次化スタートアップ支援業務委託
（２）業務内容：別紙「仕様書」のとおり
※本仕様書は現時点での予定を示したものであり、提案内容により受注者と協議のうえ契約時に仕様を変更することがある。
（３）業務委託期間：契約の日から令和９年３月３１日（水）まで
（４）委託限度額：4,880,000円（消費税及び地方消費税含む）

３．参加資格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本プロポーザルに参加する者は、以下に掲げる全ての要件を満たしている単独企業または複数の企業で構成する共同企業体とする。
（１）以下の団体が発注した、または以下の団体と連携して実施した本業務と同種または類似事業の実績を有すること。
・国、都道府県、市区町村
・農業協同組合（ＪＡ）、農業協同組合連合会（全農等）
・商工会議所、商工会
・その他、地域振興を目的として設立された公益法人、第三セクター等
（２）仕様書に定める業務について業務遂行能力を有し、適正な実施体制を有すること。
（３）宮代町の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく指名停止を受けていないこと。
（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこと。
（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく再生手続開始の申立又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条第1項に基づく再生手続開始の申立ての手続きをしている業者でないこと。
（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２項に掲げる暴力団、又は参加事業者の役員が、同条第６号に掲げる暴力団員である事業者及びそれらの利益となる活動を行う事業者でないこと

４．事業者選定等に係るスケジュール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	内容
	日程

	実施要領等の公表
	令和８年５月１４日（木）

	公募の開始
	令和８年５月１４日（木）

	質問の受付
	令和８年５月１４日（木）～５月２０日（水）

	質問の回答
	令和８年５月２２日（金）予定

	参加表明書類の受付
	令和８年５月１４日（木）～５月２５日（月）

	参加資格審査結果通知
	令和８年５月２７日（水）

	企画提案書等の受付
	参加資格確認結果通知後～６月１１日（木）

	プレゼンテーション
	令和８年６月１７日（水）又は１８日（木）

	審査結果の通知
	令和８年６月下旬

	契約締結
	令和８年６月下旬



（１）実施要領等の公表
1 公表日：令和８年５月１４日（木）
2 公表場所：町公式ホームページ、役場産業観光課窓口に公表する。
（町公式ホームページ：https://www.town.miyashiro.lg.jp）

（２）質問書の受付
①提出期間：令和８年５月１４日（木）から５月２０日（水）まで
②提出方法：本プロポーザルについて質問は、質問書（様式１）に記入の上、電子メールにて送信すること。電話での質問は受け付けないが、電子メール送信後は電話にて着信状況を確認すること。

（３）質問書の回答
①回答期日：令和８年５月２２日（金）予定
②回答方法：町ホームページに公表する。個別回答は行わない。

（４）参加表明書類の受付
1 提出期間：令和８年５月１４日（木）から令和８年５月２５日（月）まで
2 提出方法：産業観光課（役場２階１４番窓口）に持参（土曜日、日曜日及び祝日を除く午前８時３０分～午後５時まで）または郵送（書留郵便または特定記録郵便に限る。）又は電子メールによること。電子メールの場合は、到着確認のため電話連絡を行うこと。
3 提出書類：下表のとおりとする。
	提出書類
	様式
	部数

	参加表明書

	参加表明書

	様式２
	原本
１部

	事業者概要
	事業者概要

	様式３
	原本
１部

	
	業務実績
本業務に類似する業務及び関連する業務の実績を一覧表形式で記載して下さい。会社の実績のほか、当町の担当となる統括責任者及び主担当者（研究員）の実績も記載して下さい。
	
	

	
	業務実施体制
	
	

	
	添付書類（契約書の写し）
	
	

	
	会社案内、パンフレット等
	任意様式（Ａ４）
	








※類似業務、関連業務として想定している業務
1.地域農産物等を活用した加工食品の開発・販路拡大・販売支援に関する業務
2.農産物直売所、飲食店舗、物販施設等の運営支援・企画・改善に関する業務
3.地域農産物のブランド化、流通体制の構築、または販路開拓に関する事業

4 参加辞退：参加表明書提出後に参加辞退する場合は、辞退届（様式任意）を提出すること。

（５）参加資格の確認等
参加資格の確認結果については、令和８年５月２７日（水）までに参加表明のあった全ての事業者へ電子メールで通知する。


（６）企画提案書等の提出
1 提出期限：参加資格確認結果通知後～令和８年６月１１日（木）午後５時必着
2 提出方法：産業観光課（役場２階１４番窓口）へ持参（土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前８時３０分～午後５時まで）または郵送（書留郵便または特定記録郵便に限る。）によること。
3 提出書類：下表のとおりとする。
	提出書類
	様式
	部数

	企画提案書

	仕様書の内容を踏まえ、業務の具体的な実施案を提案してください。
　・企画提案コンセプト
　・企画の内容
・実施手順（実施フロー）
	任意様式（Ａ４）
	８部

	工程計画
	・工程計画（業務スケジュール）
	様式４

	

	見積書
	積算がわかるように記載すること
	
	原本
１部













※実績等の確認については、参加表明時に提出された書類で審査を行う。



５．選定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（１）審査方法
次項の審査基準に基づき、最高合計評価点を獲得した者を最優秀提案者として選定する。また、評価点が同点の場合は、見積額の低い者を上位とする。

（２）参加事業者が１者であった場合の取り扱い
参加事業者が１者であった場合も、評価基準に基づき評価を行う。ただし、選定委員全員の評価点の合計が6割に満たないときは、受託候補者として選出しない。

（３）評価基準： 下表のとおりとする。
	項　　目
	基　　準
	配　点

	事業者概要・
業務実績等
	業務実績
	同種業務の実績
※特に、生産者や事業者との調整を伴い、持続可能な運営モデルを構築した実績を優先的に評価する。
	１５　

	
	業務実施体制
	担当者数、担当者の配置や構成
	５　

	
	
	適切に業務を提供できる体制
	５　

	企画提案等
	業務実施方針
	実施手順の妥当性
	１０　

	
	
	工程計画の妥当性
	１０　

	
	提案内容
	業務内容の理解度
	１０　

	
	
	提案内容の具体性・的確性
	１０　

	
	業務遂行能力
	六次産業化に関する知見・ネットワーク
	１５　

	
	実現性
	提案内容の説得性、実現性
	１０　

	見積書
	見積金額
	
	１０　

	
	
	合計
	１００　



（４）企画提案に対するプレゼンテーション
①実施概要
実施日時：令和８年６月１７日（水）又は１８日（木）
実施場所：新しい村　村の集会所（予定）
出席者：管理責任者となる者を含む３名以内
時間：プレゼンテーション２０分以内、質疑応答２０分程度
②その他
・プレゼンテーション審査の日時は電子メールにて通知する。
・プレゼンテーション審査にはパワーポイントの使用が可能。
・電源、プロジェクター及びスクリーンは町で用意するが、パソコン及び必要機材は各参加事業者にて用意すること。
・設定等は応募事業者が実施することとし、接続ができない場合は応募書類を用いて説明すること。

（５）結果の通知
選考結果は、令和８年６月下旬（予定）に参加事業者に通知する。

６．契約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本業務の契約予定事業者に選定された者は、町と協議の上、契約に必要な書類を揃え、速やかに契約を締結する。ただし、協議が整わない場合や契約までに失格事項が判明した場合は、次点の事業者と協議を行うものとする。


７．提案に関する留意事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（１）提案書に関する事項等
①提出書類は返却しない。
②提出書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
③提出書類は本件の選考以外、提出者に無断で使用しない。
④企画提案書は１者１提案とし、提出後の差替え又は再提出は認めない。
⑤企画提案書に記載した統括責任者、予定担当者（研究員）は、やむを得ない特別な事由がある場合を除き、変更できない。
⑥企画提案書の作成のために発注者より受領した資料は、発注者の了解なく公表・使用することはできない。

（２）失格事項
次のいずれかに該当する場合は失格とする。
①提出方法、提出先、提出期限に合致しないとき。
②指定する様式及び記載上の留意事項に示された条件に合致しないもの。
③記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。
④虚偽の内容が記載されているもの。
⑤その他、宮代町が不適格と認めたもの。

（３）その他留意事項
①公正なプロポーザルが確保できないと思われる場合、又は、適切な事業者を特定できないと判断される場合は、審査を中止することがある。
②この要領に定めるもののほか、必要な事項は宮代町が別に定める。


８．問い合わせ先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮代町産業観光課　担当：髙澤、堀子、立見
住所	〒345-8504宮代町笠原1-4-1
電話	0480-34-1111（内線261、266）
Mail	nousei@town.miyashiro.saitama.jp
